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本研究では，古くから日本に存在する地域固有の水システムについて，住民同士の共同あるいは住民と

行政との協働の観点から活動主体及び主体間における水路の管理運営を明らかにすることを目的とする. 
そこで，長野県宮田村を対象地として，11区の行政区長,その他水路有識者へのヒアリングにより，行政

（宮田村），行政区，水利組合における水の管理運営の実態について明らかにした.  
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１．研究の背景と目的 
	 

(1)研究の背景	 

	 農業用水は，主に水田農業を維持するために必要不可

欠な生産基盤として堰や水路を築き，様々な人々が年月

をかけて成立させてきた．こうした農業用水の保全や持

続的な利活用は，今後の重要な課題である．	 

	 現代においては，群馬県甘楽町や兵庫県尼崎市などで

は，生活や生業と密接に関わりを持つ施設である水路が

極めて重要なまちづくりの資源・要素として活用されて

いるものの1)	 2)，多くの地域においては上水道の整備あ

るいは生活・生業の変化により水路が有していた役目を

果たさなくなり，道路整備の際などに側溝への付け替え

や埋め立て，暗渠化されてしまった．しかし，長きにわ

たり地域の生活基盤として利用されてきたそうした水路

はその地域の形成に大きく関わり，その地域の景観を形

づくる要素であると言える．	 

	 今後多くの地域が抱える担い手不足などという課題に

直面し，更なる水路の消失が懸念される．特に農業従事

者の減少や農地への宅地混在などが多くの地域で進んで

いる現状において，維持管理組織や体制（土地改良区な

ど）が崩れつつあり，より安全かつ効率的な管理へのシ

フトが予期される中,これまで個人のみならず住民同士

の共同，住民と行政による協働を必要としてきた水路を

始め，道路，棚田や段々畑の石垣（石積み擁壁）などと

いった地域の生活基盤である地域インフラの整備を継続

させていくためにはどのような関わり方をしていくべき

なのか，その管理主体間の関係性が重要になると考える.

それと並行して,「水田の減少とともにその役割が減っ

ていると捉えがちな農業用の灌漑用水路は，現代の価値

観，ニーズに合った多様な用途，機能・役割を有する環

境・生活・文化水路へと意味を切り替えることによって，

豊かな水辺の空間が継承できる」という陣内ら3)の指摘

からも，今後の水利用の継続性という点において，そう

した水路の新たな用途や役割，機能を見出していくこと

が求められる.	 

	 本研究では，そうした水路及びその利用をより効果的

にするための装置を含めた「水利施設」とそれらの「利

用用途」,また運用していく上での「約束事」,利用管理

などの「運営主体」の4つを含めて水システムとして考

えていく.	 

	 	 

(2)研究の目的	 

	 以上の背景を踏まえ，本研究では長野県宮田村内を流

れる水路を対象として,住民・行政区（自治会）・行政

など多様な主体が係る伝統的な水システムに関わる各主

体の維持管理を把握し，活動(水利用・維持管理)を行う

主体(管理者)の観点から各主体の個々の役割や主体間の

連携・管理運営の実態について明らかにすることを目的

とする.これらの知見から，今後の地域インフラの維持

管理のあり方や水システム継続の可能性について考察す

る.	 
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	 	 図-3	 対象地を流れる水路網及び河川の現況図	 出典：宮田村建設課「GIS水路MAP」と地形図（2010）を重ね合わせ筆者加筆	 

	 

図-4	 対象地を流れる水路網の現況図（水系別四系統）	 出典：図-3と同様	 

	 



	 

	 

	 

５．行政及び地域自治組織における水の管理運営

の実態 
	 対象地内における行政区での管理運営や行政区と行政

との連携などの水の管理実態の把握を目的として，行政

区11区のうち水路を利用する8区の区長とその他水路管

理関係者を対象に調査を行った(表-1，表-2).	 	 

	 

日時 2015.05.07（木），2015.06.20（土）〜2015.06.22（月），2015.08.18（火）〜19（水）

目的 現在の水利用・水路管理について（行政・各行政区・水利組合）の把握

人数 全15名(各行政区長8名,水利組合員もしくは関係者4名,地域住民3名)

方法

1〜1.5時間程度で簡単なヒアリングシートに沿い,以下の二点に重きを置いて
聞き取りを行った。
①各主体における水路の管理方法について
②その他の組織(行政と行政区,行政区と水利組合,水利組合と行政)との関係
性について 	 

	 

日付 時間 対象者 場所

5/7(木) 14:00-17:00 A氏（中越区長） 宮田村役場

11:30-12:30 B氏（南割区長） 宮田村役場

13:30-15:00 C氏（新田区長）,D氏（元駒ヶ原水利組合員） ふれあい広場

15:30-17:00 E氏（大久保区長・大久保井水利組合長） 宮田村役場

17:30-19:00 F氏（大田切区長） 宮田村役場

6/21(日) 09:30-11:00 G氏（北割区長） G氏宅

10:00-12:00 H氏（町一区長）,I氏（元宮田村役場職員） 町一区公民館

13:00-14:30 J氏（町三区長） 町二区公民館

15:00-16:00 K氏（大久保区・前河原井水利組合長） 社会福祉協力施設

16:30-18:00 L氏（町二区長）・M氏（宮田村役場職員） 宮田村役場

9:30-10:30 N氏（中越区民） N氏宅

14:00-15:00 O氏（中越区民） O氏宅

8/19(水) 9:30-10:30 P氏（中越区民） P氏宅

6/20(土)

6/22(月)

8/18(火)

	 

	 各行政区における水路の管理概要とその関係性につい

て，主な特徴を以下に示す(図-8).	 

・小規模の水路管理については，全行政区に共通して利

用者である地域住民が各々に関係する水路及びその周辺

の草刈り，土砂上げ，ゴミや水草の詰まりなどの日常管

理を行っている.また，水路の護岸改修については，大

久保区を除き，多くの行政区が行政に委託申請している．	 

・大規模の水路管理については，重機を必要とする取水

口の土砂上げや普段個人では利用しない用排水路，泥だ

まりの激しいサイフォン式の水路などを対象としており，

各行政区でその管理に従事する主体が異なっていたため

大きく四つの管理パタンに分け，表-3に示す．	 

・幾つかの行政区では，班単位で担当を決めて水量の確

認や水門の開閉など定期的な管理を行っているが，①水

量が安定的に確保されていること，②農業灌漑用という

単目的から鯉の飼育や畑への灌漑などの個人利用の高ま

表-1	 ヒアリング調査の概要	 

	 

図-7	 対象地における水利用	 
左上：畑への灌漑	 右上：洗い	 左下：植木への水遣り	 右下：庭池	 

	 

図-8	 対象地における各主体及び主体間での水路の管理運営の概要図	 

	 

表-2	 ヒアリング調査対象者の属性と日時の詳細	 
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(3)中越区における水路の維持管理	 

	 中越区の住民によると、昭和 25 年頃の道路拡幅工事

により，道路脇を流れる水路の護岸が土から石積み（空

石積み）であったため，個人で改修するなど維持管理が

大変であった．しかし，昭和 43(1968)年の県営圃場整備

事業の際に，水路護岸がコンクリート化され，護岸改修

は行政（宮田村）が住民からの要望申請を受けての対応

へと変化しつつも，圃場整備以前から行われていた水路

の掃除は現在も継続して行われている．水利用の有無に

関わらず，中越区民総出で水路掃除として取水口から各

河川の排水口に至る水路回りの草刈り，土砂や砂利上げ

などを年二回（春と秋）定期で行っている．各住民の水

路掃除は，地域内の上位組織である班毎にまとまって行

われているなど，毎年決められた持ち場（範囲）があり，

中越区内にIターンで移住してきた数名の新規居住者も

参加している．(水路掃除の範囲に関して，一部町二区

を跨っているが町二区の住民が参加することはない．)	 

	 

７．まとめ 
	 今回の調査から行政区（自治会），行政（宮田村），

任意団体（水利組合）における水の管理運営の実態を把

握できた．また，管理運営における各主体の役割のみな

らず主体間の連携についても明らかにすることができた．	 

	 さらに，幾つかの行政区において個人利用や防火用な

どの新たな利用による公共性の高まりから，農業事業者

のみならず行政区民全員を水利費負担者として変更する

など従来の農業用水路は現代の価値観やニーズに合わせ

た管理運営へと転換してきていることが明らかとなった．	 

	 今後の展開としては，隣組以下の地縁組織単位あるい

は住民個人まで掘り下げたヒアリングを行うことで，よ

り詳細な水の管理運営の実態を把握し，さらにそれらの

管理運営が形成されていった要因を地形や周辺環境など

の空間的要素や行政の政策や行政区の決まり事，地域の

慣習といった社会的要素から明らかにしたいと考える．	 
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